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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流出口が形成される第１のトラップ部材と、流入口が形成される第２のトラップ部材と
を有し、前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材が互いに螺合する筒状のトラ
ップ本体と、
　封水空間を形成する筒状のインナーと、
　前記第２のトラップ部材と流入口側で螺合し、前記インナーを支持するインナー支持部
材とを備え、
　前記インナー支持部材が、前記第１のトラップ部材における前記第２のトラップ部材と
の螺合部に対し、螺合による装着が可能であり、
　前記インナーが、前記インナー支持部材に対し、取り外し可能に装着されることを特徴
とする排水トラップ。
【請求項２】
　フランジ部を有し、前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材との間で、前記
第１のトラップ部材および前記第２のトラップ部材それぞれに対し螺合による取り付け可
能な水漏れ防止部材をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の排水トラップ。
【請求項３】
　前記水漏れ防止部材は、筒状の接続部を有し、
　前記接続部は、前記フランジ部の下部に設けられ、開口部の外周に雄ネジ部が形成され
た第１の接続部と、前記フランジ部の上部に設けられ、開口部の内周に雌ネジ部が形成さ
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れた第２の接続部とを有することを特徴とする請求項２に記載の排水トラップ。
【請求項４】
　前記第１のトラップ部材は、上部の開口部の内周に形成された雌ネジ部と、下部に形成
された排水管接続部とを有し、
　前記第２のトラップ部材は、下部の開口部の外周部に前記第１のトラップ部材の上部に
形成された雌ネジ部に螺合する雄ネジ部と、上部の開口部に形成された雌ネジ部とを有し
、
　前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材とが螺合することにより前記トラッ
プ本体の高さ調整が可能であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の排水
トラップ。
【請求項５】
　前記インナーが、無底筒状の内筒と、有底筒状の外筒とを有し、
　前記インナーが、前記インナー支持部材に対し、前記外筒と前記内筒とが一体となって
取り外し可能に装着されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の排水トラ
ップ。
【請求項６】
　流出口が形成される第１のトラップ部材と、流入口が形成される第２のトラップ部材と
を有し、前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材が互いに螺合する筒状のトラ
ップ本体と、
　封水空間を形成する筒状のインナーが取り外し可能に装着されるインナー支持部材であ
って、前記第２のトラップ部材と流入口側で螺合し、前記インナーを支持するインナー支
持部材とを備え、
　前記インナー支持部材が、前記第１のトラップ部材における前記第２のトラップ部材と
の螺合部に対し、螺合による装着が可能であることを特徴とする排水トラップ本体。
【請求項７】
　流出口が形成される第１のトラップ部材と、流入口が形成される第２のトラップ部材と
を有し、前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材が互いに螺合する筒状のトラ
ップ本体と、
　前記流入口から取り外し可能に装着され、封水空間を形成する筒状のインナーと、
　前記第１のトラップ部材と前記第２のトラップ部材との間で、前記第１のトラップ部材
および前記第２のトラップ部材それぞれに対し螺合による取り付け可能な中間部材と
　を備えたことを特徴とする排水トラップ。
                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽、浴室、洗濯機パン、洗面台、流し台などに用いられる排水トラップに
関し、特に、浴室や洗面台等の排水口付近又は床下等に設置されて排水管に接続され、浴
槽等から排出される湯水を内部に取り込み、接続された排水管に導くように使用される排
水トラップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　排水トラップは、浴室や流し台等の排水設備の排水管の途中に設けられて、排水経路の
途中を水で常に遮断する封水部を有し、経路を水で塞ぐことによりそこから先の空気や硫
化水素等のガスを遮断する。また、排水管内の悪臭、有毒ガス、害虫などが排水管を伝わ
って室内に逆流するのを防ぐ目的もあり、排水設備では欠くことのできないものである。
【０００３】
　この排水トラップを取り付ける施工場所に合わせて軸方向高さの異なる様々な製品寸法
の排水トラップがラインアップされており、施工場所等に合わせて適宜選ぶようになって
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いる。排水トラップの構造として、例えば、封水空間を形成するインナーを内部に装着さ
せたトラップ本体に副管を螺合させ、副管上部のストレーナ支持環にストレーナを嵌合さ
せる構造が知られている。そこでは、ストレーナ支持環を副管外側へ螺合によって装着さ
せ、施工時に副管の高さが調整される（特許文献１参照）。さらに、浴槽用排水トラップ
と、洗い場排水トラップの設置高さ両方に対応できるように、延長管を切断する排水トラ
ップが知られている（特許文献２、３参照）。
【０００４】
　また、インナーを構成する内筒と外筒とを互いに螺合させ、一体的に配水管に装着し、
取り出し可能な構造も知られている（特許文献４参照）。一方、水漏れ防止用皿板を、ト
ラップ本体の外周面に装着させる排水トラップも知られている（特許文献５参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６０－１６９３７３号公報
【特許文献２】特開平０８－２４６５２９号公報
【特許文献３】特開平０８－２４６５２８号公報
【特許文献４】特開平０６－３０６９０８号公報
【特許文献５】特開平０８－０７４３０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば、床下埋設の場合、設置深さに制限があると、寸法の小さなトラップであっても
そのまま埋設できない場合がある。例えば、マンションの高層階における排水トラップ設
置のとき、床下の施工深さに制限がある。また、床下排水管の設置深さを十分に確保でき
ないと、配管と接続するときにトラップ位置との連結時に精度よく合わせることが難しい
。
【０００７】
　したがって、様々な施工場所に適した排水トラップ構造にできることが必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の排水トラップは、流出口が形成される第１のトラップ部材と、流入口が形成さ
れる第２のトラップ部材とを有し、第１のトラップ部材と第２のトラップ部材が互いに螺
合する筒状のトラップ本体と、封水空間を形成する筒状のインナーと、第２のトラップ部
材と流入口側で螺合し、インナーを支持するインナー支持部材とを備え、インナー支持部
材が、第１のトラップ部材における第２のトラップ部材との螺合部に対し、螺合による装
着が可能であり、インナーが、インナー支持部材に対し、取り外し可能に装着される。例
えば、第１のトラップ部材は、上部の開口部の内周に形成された雌ネジ部と、下部に形成
された排水管接続部とを有し、第２のトラップ部材は、下部の開口部の外周部に第１のト
ラップ部材の上部に形成された雌ネジ部に螺合する雄ネジ部と、上部の開口部に形成され
た雌ネジ部とを有し、第１のトラップ部材と第２のトラップ部材とが螺合することにより
トラップ本体の高さ調整が可能である。また、インナーは、例えば、無底筒状の内筒と、
有底筒状の外筒とを有し、インナーが、インナー支持部材に対し、外筒と内筒とが一体と
なって取り外し可能に装着することができる。このような排水トラップの排水トラップ本
体も、同様の特徴をもつことができる。
【０００９】
　第１のトラップ部材および第２のトラップ部材の緩める、あるいは締める程度を微調整
することによって、トラップ本体が軸方向に伸縮し、トラップ本体の軸方向長さが任意に
調整され、しいては排水トラップ全体の軸方向高さが調整可能となる。一方、インナー支
持部材が下部側の第１トラップ部材と螺合する、すなわち、トラップ本体の途中に形成さ
れる螺合部分にも螺合可能であることにより、深さのない施工場所において、上側の第２
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のトラップ部材を外した状態で排水トラップが構成され、インナー支持部材を緩め、ある
いは締める程度を微調整することにより、高さ設定範囲が拡大された中で排水トラップの
高さを微調整することができる。
【００１０】
　例えば、フランジ部を有し、第１のトラップ部材と第２のトラップ部材との間で、第１
のトラップ部材および第２のトラップ部材それぞれに対し螺合による取り付け可能な水漏
れ防止部材を設けることが可能である。水漏れ防止部材を螺合させることにより、螺合部
分からの雨漏りを確実に防ぐ一方で、螺合の程度を調整することにより、排水トラップ全
体の高さをさらに調整することが可能となる。例えば、水漏れ防止部材は、筒状の接続部
を有し、接続部は、フランジ部の下部に設けられ、開口部の外周に雄ネジ部が形成された
第１の接続部と、フランジ部の上部に設けられ、開口部の内周に雌ネジ部が形成された第
２の接続部とを有する。
【００１１】
　本発明の他の局面における排水トラップは、出口が形成される第１のトラップ部材と、
流入口が形成される第２のトラップ部材とを有し、第１のトラップ部材と第２のトラップ
部材が互いに螺合する筒状のトラップ本体と、流入口から取り外し可能に装着され、封水
空間を形成する筒状のインナーと、第１のトラップ部材と第２のトラップ部材との間で、
第１のトラップ部材および第２のトラップ部材それぞれに対し螺合による取り付け可能な
中間部材とを備える。第１、第２のトラップ部材両方に螺合するため、緩める程度、締め
る程度を、第１、第２のトラップ部材それぞれ別々に設定することにより、排水トラップ
の軸方向高さをより広い範囲の中で微調整することができる。中間部材としては、例えば
、水漏れ防止部材を適用可能である。
【００１２】
　本発明の他の局面における排水トラップ用インナーは、流入口と流出口が形成されたト
ラップ本体に対し、流入口から取り外し可能に装着される筒状のインナーであって、無底
筒状の内筒と、有底筒状の外筒とを備え、内筒は、係合突起が突設された連結部と、排水
が流入するための開口部とが形成された鍔部と、上端が開口部に一体に形成された筒体と
を有し、外筒は、上部に開口が形成された有底筒状の封水部と、係合突起が係合可能な係
合孔を設けた取付部とを有し、インナーは、係合突起が係合孔に係合した状態で、トラッ
プ本体の内部に一体的に取り外し可能に装着される。外筒を切断することによって、トラ
ップ本体の高さに合わせてインナー軸方向高さを調整することが可能であり、トラップ本
体高さが非常に短くなった場合においても、外筒の軸方向長さを短くし、適した封水空間
を形成することができる。例えば、インナーは、内筒の外周表面と外筒の外周表面の周方
向に沿ってミシン目状の溝部又はスリットを設けても良い。
【００１３】
　さらに、本発明の他の局面における排水トラップ用インナーは、流入口と流出口が形成
されたトラップ本体に対し、流入口から取り外し可能に装着される筒状のインナーであっ
て、排水が流入するための開口部とが形成された鍔部と、上端が開口部に一体に形成され
た筒体とを有する無底筒状の内筒と、上部に開口が形成された有底筒状の封水部を有し、
内筒に嵌着することで内筒に支持される有底筒状の外筒とを備え、インナーは、内筒と外
筒とが一体となって、トラップ本体に取り外し可能に装着され、外筒が、切断によって軸
方向高さを調整可能である。螺合などの装着ではなく、外筒と内筒とを嵌めるように装着
することにより、取り外し自由に一体的にインナーを構成することができ、また、外筒の
軸方向長さを切断によって自由に調整しやすい。
【００１４】
　一方、本発明の他の局面における排水トラップ用インナーは、流入口と流出口が形成さ
れたトラップ本体に対し、流入口から取り外し可能に装着される筒状のインナーであって
、無底筒状の内筒であって、流入口側開口部に把持部を有する内筒と、有底筒状の外筒と
、内筒の筒内に配置され、外筒の底部と把持部とを連結させる連結部材とを備え、連結部
材は、外筒および内筒の少なくともいずれか一方に対して取り外し可能に連結し、インナ
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ーは、内筒と外筒とが一体となって、トラップ本体に取り外し可能に装着される。底部と
把持部とを連結することで内筒が外筒を支持、保持するため、インナー装着時に障害とな
るような連結構造を設ける必要がない。例えば、連結部材は、内筒の把持部中央部と、外
筒の底部中央部分とを接続するようにすることができる。
【００１５】
　上述した本発明の排水トラップ用インナーは、上述した高さ調整機構を備えた排水トラ
ップに装着可能であり、さらには、高さ調整機構を持たないトラップ本体に対しても適用
可能である。すなわち、施工場所に適した高さをもつ排水トラップを設置した状況におい
て、その軸方向高さに合わせて封水空間を形成できるように、排水トラップ用インナーを
装着することが可能である。
【００１６】
　本発明の他の局面における排水トラップは、上部に流入口と、下部に流出口とを有する
筒状のトラップ本体と、有底筒状の外筒と無底筒状の内筒とを有し、封水空間を形成する
筒状のインナーと、トラップ本体の流入口側に装着され、外筒と内筒とが一体となってイ
ンナーを支持するインナー支持部材とを備え、トラップ本体が、トラップ本体の軸方向長
さを伸縮により変えることによって、トラップ軸方向高さを調整可能な高さ調整機構を有
し、インナー支持部材が、トラップ本体における高さ調整機構よりも流入口側の位置であ
って、トラップ本体の内周面に装着される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、施工場所に合わせて容易に排水トラップ全体の高さ調整が可能な排水
トラップを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態に係る排水トラップを適応したトラップ付き排水ユニットを
示す分解斜視図である。
【図２ａ】排水トラップのインナーを切断して短くした状態を示す正面図である。
【図２ｂ】排水トラップのインナーを示す正面図である。
【図３ａ】排水トラップ本体の正面図である。
【図３ｂ】排水トラップ本体を長く伸ばした状態を示す正面図である。
【図４ａ】短くした状態の排水トラップ本体に、切断して短くした状態のインナーを収容
した状態の構成を示す断面図である。
【図４ｂ】長く伸ばした状態の排水トラップ本体にインナーを収容した状態を示す断面図
である。
【図５】排水トラップ本体の間に防水皿を挟持する例を示す分解斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る排水ユニットに用いる上蓋の別の例を示す斜視図であ
る。
【図７】第３の実施形態におけるインナーの概略的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施の形態に係る排水トラップを図を用いて説明する。図１は、本発明の第１
実施形態に係る排水トラップを適応したトラップ付き排水ユニットを示す分解斜視図であ
る。図２ａは排水トラップのインナーを切断して短くした状態を示し、図２ｂは排水トラ
ップのインナーで、切断していない状態を示す。図３ａは排水トラップ本体を示し、図３
ｂは排水トラップ本体を長く伸ばした状態を示す。図４ａは短くした状態の排水トラップ
本体に、切断して短くした状態のインナーを収容した状態の構成を示し、図４ｂは長く伸
ばした状態の排水トラップ本体にインナーを収容した状態を示す。第１実施形態では、図
１に示すトラップ付き排水ユニットを浴室に設置した例を示すが、浴室だけではなく、ト
イレ、厨房その他の水回りの設備として施工できる。
【００２０】
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　図１に示すように、トラップ付き排水ユニットは、排水トラップ本体（トラップ本体）
１０と、排水トラップ本体１０内部に装着するインナー２０と、排水ユニット３０とを備
える。
【００２１】
　排水トラップ本体１０は円筒状に形成されており、第１のトラップ部材１１と第２のト
ラップ部材１２を備える。第１のトラップ部材１１は、上部が開口されて開口部１１ａを
形成する。開口部１１ａの内周にはネジが刻まれることにより雌ネジ部１１ｂが形成され
る。第１のトラップ部材１１の底部１１ｃの中央部には排水が流出するための流出口１１
ｄが形成される（図４参照）。第１のトラップ部材１１の底部１１ｃには、図示しない外
部の排水管に接続される排水管接続部１３が形成される。排水管接続部１３は、円筒状に
形成され、排水管が接続される下方に向けて突出して形成される。図３、４に示すように
、排水管接続部１３は、排水管接続筒１３ａと排水筒１３ｂによって構成される。排水管
接続筒１３ａは、第１のトラップ部材１１の底部１１ｃの下面に連続して形成される。排
水筒１３ｂは、第１のトラップ部材１１の底部１１ｃの流出口１１ｄに連続して形成され
、排水管に排水を流出させる。排水管接続筒１３ａと排水筒１３ｂは共に下端１３ｃ、１
３ｄが開口している。
【００２２】
　第２のトラップ部材１２には、下部の開口部１２ａの外周に第１のトラップ部材１１の
上部に形成された雌ネジ部１１ｂに螺合する雄ネジ部１２ｂがネジ刻まれることにより形
成される。また、上部が開口されてトラップ本体開口部１２ｃを形成し、このトラップ本
体開口部１２ｃの内周に雌ネジ部１２ｄが形成される。
【００２３】
　第１のトラップ部材１１の雌ネジ部１１ｂと第２のトラップ部材１２の雄ネジ部１２ｂ
が螺合することによって、排水トラップ本体１０の軸方向に高さを調整することができる
高さ調整機構が実現されている。この高さ調整機構は、図４に示すように、排水トラップ
本体１０の略中央部に形成される。ここで、排水トラップ本体１０は、プラスチック製で
縦引き型である。排水トラップ本体１０の高さ方向とは、排水トラップ本体１０を設置す
るための床面の高さ方向、すなわち、トラップ軸方向を意味する。図３ａは排水トラップ
本体１０が最も短くなるまで螺合した状態の排水トラップ本体１０を示す。図３ｂは、ね
じを緩めた状態での排水トラップ本体１０を示しており、図３ａと比べると、トラップ本
体１０の軸方向長さが伸びている。このように、螺合の程度によってトラップ本体１０が
伸縮し、排水トラップ全体の軸方向高さが調整される。
【００２４】
　図１、２に示すように、インナー２０は排水トラップ本体１０の内部に取り外し可能に
装着されており、内筒２１と外筒２６によって構成され、封水空間を形成する。
【００２５】
　内筒２１は、上部に排水が流入するための開口部２２ａが形成された鍔部２２と、開口
部２２ａに連続して一体に形成された導水のための筒体２３とから構成される。鍔部２２
の上面には、把持部２２ｂが開口部２２ａを横断するように設けられる。鍔部２２の外周
には、全周に渡ってゴム製で輪状のインナーパッキン２４が装着される。鍔部２２の下面
には、インナー２０を排水トラップ本体１０の内部から一体的に取り外すための鍔部２２
と筒体２３とを外筒２６に係合するための係合突起２５ａと、排水トラップ本体１０にイ
ンナー２０を取り付ける際に使用されるフック部２５ｂが突設された連結部２５が接続さ
れる。筒体２３は下端２３ａが開口しており、外周表面には、図１に示すように、全周に
渡ってミシン目状の溝部２３ｂがはじめから浅く刻まれている。筒体２３は、ミシン目状
の溝部２３ｂのミシン目に沿って切断可能であり、切断することによって筒体２３の長さ
を調整することが可能となっている。なお、インナーパッキン２４の内径は、挿入して接
続される排水トラップ本体の外形部が水密に封止されるように設定される。
【００２６】
　外筒２６は排水を貯留可能であり、上端部に開口２７ａが形成された有底筒状の封水部



(7) JP 5956129 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

２７と、係合突起２５ａが係合可能な係合孔２８ａを設けた取付部２８とから構成される
。外筒２６の外周表面の全周にわたりミシン目状の溝部２７ｂが浅く刻まれる。また、係
合孔２８ａの下部には、係合孔２８ａと同サイズの溝部２８ｂ、２８ｃが、ミシン目状の
溝部２７ｂと同様に浅く刻まれる。インナー２０は、係合突起２５ａが係合孔２８ａに係
合した状態で、内筒２１の把持部２２ｂを把持することにより、排水トラップ本体１０の
内部に一体的に取り外し可能に装着される。外筒２６の封水部２７に形成されたミシン目
状の溝部２７ｂのミシン目に沿って切断することにより、外筒２６の封水部２７の軸方向
の長さを調整することができる。また、封水部２７の切断にあわせて溝部２８ｂ、２８ｃ
のいずれかを穿つことにより、係合突起２５ａが係合するための係合孔を、係合孔２８ａ
から孔となった溝部２８ｂ、２８ｃのいずれかの位置にずらすことができる。
【００２７】
　図２ａに示すインナー２０は、内筒２１及び外筒２６のミシン目状の溝部２３ｂ、２７
ｂで切断して短くし、溝部２８ｃを係合突起２５ａが係合可能な係合孔として組み合わせ
たものである。図２ｂに示す切断しないで組み合わせたインナー２０と比べて、高さ方向
に短くなり、封水部２７も小さくなっている。このように、内筒２１と外筒２６はそれぞ
れミシン目状の溝２３ｂ、２７ｂに沿って適宜切断して組み合わせることで、インナー２
０全体の高さ調整と封水部２７の大きさ（容積）が調整される。
【００２８】
　図１に示すように、排水ユニット３０は、受枠となるステンレス製の排水ユニット本体
３１と、排水ユニット本体３１の上面開口部３１ａに嵌め込まれて使用されるステンレス
製の上蓋３２によって構成される。排水ユニット本体３１は、排水を集水して底面３１ｂ
に形成された排水口３１ｃに導くために、底面３１ｂは排水口３１ｃに向かう傾斜面を構
成する。上蓋３２には、排水が流れるための複数の開口３３が形成されている。上蓋３２
は排水口３１ｃの上方で２分割されている。排水口３１ｃの上方に嵌め込まれる上蓋３２
ａの一方の側面３２ｃ、及び図示しない上蓋３２ｂの右側面には、上蓋３２ａ、３２ｂを
取り外す際に指を引っかけるための引っかけ部３４が形成される。
【００２９】
　排水トラップ本体１０を排水ユニット３０に取り付ける際には、第２のトラップ部材１
２のトラップ本体開口部１２ｃにゴム製で輪状のロックフランジパッキン４０が装着され
る。ロックフランジパッキン４０を装着した後に、トラップ本体開口部１２ｃの上面に排
水ユニット本体３１の底面３１ｂに形成された排水口３１ｃの周縁がくるように載置し、
その上からロックフランジ５０を螺合する。このようにして、排水ユニット本体３１の排
水口３１ｃの周縁を、排水トラップ本体１０とロックフランジ５０との間に、ロックフラ
ンジパッキン４０を介して挟持し固定する。
【００３０】
　ロックフランジ５０は、ストレーナ（図示しない）の受け枠を有するとともに、インナ
ー２０を支持する部材であり、金属製のフランジ部５１と、フランジ部５１の下部に設け
られたプラスチック製の接続部５２が連続して一体に形成される。この接続部５２は、外
周部５３にトラップ本体１０の第１のトラップ部材１１のトラップ本体開口部１２ｃの内
周面に形成された雌ネジ部１２ｄに螺合される雄ネジ部５４を有し、また、インナー２０
と係合して係止するために内周面の周方向に沿って突起部５５が形成されており、その周
方向に沿って凹部５６が等間隔（ここでは９０°）に形成される。凹部５６は、インナー
２０を第１のトラップ部材１１へ装着する際にインナー２０の連結部２５が通過するため
のものである。さらに、ロックフランジ５０は、接続部５２の外周面に形成された雄ネジ
部５４を、第１のトラップ部材１１の雌ネジ部１１ｂとも螺合可能であり、下部側の第１
のトラップ部材１１だけによって排水トラップを構成することも可能である。
【００３１】
　トラップ付き排水ユニットを施工箇所に施工する場合には、まずトラップ付き排水ユニ
ットを配置する位置を決め、配置する箇所の床の厚さにあわせて、排水トラップ本体１０
全体の高さを決める。高さの調整は、第１のトラップ部材１１の雌ネジ部１１ｂと第２の
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トラップ部材１２の雄ネジ部１２ｂが螺合する長さを調整することにより行う。つまり、
第２のトラップ部材１２の雄ネジ部１２ｂを第１のトラップ部材１１に挿入した状態で回
転させて第２のトラップ部材１２を締め付け又は緩めることにより、排水トラップ本体１
０全体の高さを調整する。なお、高さ調整は、第１のトラップ部材１１、第２のトラップ
部材１２のどちらを回転させてもよく、下の第１のトラップ部材１１を回転させても構わ
ない。ねじの緩める程度、締める程度を別々に調整することによって、トラップ本体軸方
向長さを幅広い範囲の中で任意に調整することができる。一方、第１、第２のトラップ部
材１１、１２の軸方向長さを最も短くした状態にしてもその設置場所深さに対応してない
場合、ロックフランジ５０を第１のトラップ部材１１と直接螺合させるため、上側の第２
のトラップ部材１２を使用せず、第１のトラップ部材１１のみ設置することが可能である
。この場合においても、ロックフランジ５０のネジの緩める、締める程度を調整すること
によって、トラップ本体軸方向長さを微調整することができる。
【００３２】
　高さ調整した排水トラップ本体１０を配置する位置に合わせて排水管を配設する。排水
管の接続部のネジ部にシール材を挟持して排水トラップ本体１０の排水管接続部１３に接
続し、排水トラップ本体１０を固定する。
【００３３】
　そして、排水トラップ本体１０外周部縁の高さまでモルタル／コンクリート施工する。
トラップ本体開口部１２ｃの上端にゴム製で輪状のロックフランジパッキン４０を装着し
、その上に排水ユニット本体３１の排水口３１ｃの周縁が重なるように載置する。排水ユ
ニット本体３１の排水口３１ｃの上からロックフランジ５０を螺合し、排水ユニット本体
３１の底面３１ｂとロックフランジパッキン４０を挟持するようにしてロックフランジ５
０を排水トラップ本体１０に装着する。
【００３４】
　例えば、図３ａに示すように、排水トラップ本体１０が短い場合には、図２ａに示すよ
うにインナー２０もミシン目状の溝部２３ｂ、２７ｂに沿って切断して短くした状態のも
のを準備する。また、図３ｂに示すように、排水トラップ本体１０が長い場合には、図３
ａに示すようにインナー２０は切断せずにそのまま用いる。また、排水トラップ本体１０
の高さに応じて、インナー２０を切断して組み合わせて高さを調整する。
【００３５】
　このようにして、適宜高さ調整したインナー２０の鍔部２２の外周にインナーパッキン
２４を装着し、内筒２１の係合突起２５ａを外筒２６の係合孔２８ａに係合し、内筒２１
と外筒２６とが一体に嵌着された状態で、インナー２０を排水トラップ本体１０に装着さ
れたロックフランジ５０内に挿入する。インナー２０を排水トラップ本体１０内に挿入す
る際には、把持部２２ｂを手で持ち、インナー２０のフック部２５ｂがロックフランジ５
０の凹部５６を挿通するように向きを調整して行う。インナー２０の鍔部２２の下面２２
ｄは、ロックフランジ５０の接続部５２の突起部５５の上面５５ａに当接しており、ロッ
クフランジ５０に保持されることによって、結果的に排水トラップ本体１０に固定される
(図４参照)。
【００３６】
　インナー２０を排水トラップ本体１０に挿入、装着した後に、上蓋３２を排水ユニット
本体３１の上から排水ユニット本体３１の上面開口部３１ａに嵌め込む。
【００３７】
　排水ユニット本体３１の上面の水平レベルが予定される床面に合わせ、コンクリートあ
るいはモルタル施工によって固定し、タイルをその上面レベルが排水ユニット本体３１の
上面レベルに合うようにしてモルタル上面に施工して完了する。
【００３８】
　このようにして設置したトラップ付き排水ユニットでは、浴室の床面から上蓋３２の複
数の開口３３を通過して排水ユニット本体３１に集まった排水は、排水口３１ｃを通して
インナー２０の内筒２１の開口部２２ａからインナー２０の封水部２７に導水され、封水
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部２７に貯留される。封水部２７の容量以上の排水は封水部２７からインナー２０の外筒
２６の上端の開口２７ａから排水トラップ本体１０内に溢れ出る。そして、排水トラップ
本体１０の流出口１１ｄから排水筒１３ｂを通過し、排水筒１３ｂの下端１３ｄから外部
の排水管を通って排出される。
【００３９】
　このように、本発明の第１実施形態に係る排水トラップでは、排水トラップ本体が高さ
調整機構を備えるため、インナーの封水空間の大きさを変化させることなく、排水トラッ
プの施工場所にあわせて容易に高さ調整される。また、排水トラップ本体の内周面に取り
外し可能にインナーが装着されることにより、トラップ機能に関連した構造に関係なく高
さ調整することができ、トラップ取り付け作業が容易になる。また、インナーの内筒に外
筒を嵌着し、一体とすることで封水又は防臭のための空間である封水空間が形成されると
共に、インナーをトラップ本体から容易に着脱可能となり、螺合による係止によってトラ
ップ本体は確実に高さ方向に固定される。
【００４０】
　また、第１のトラップ部材と第２のトラップ部材とが螺合することにより容易に排水ト
ラップを取り付ける施工場所に応じて容易に高さ調整が可能であるとともに、底部側の第
１のトラップ部材だけでトラップ本体を構成し、ロックフランジと螺合させることにより
、軸方向高さのより短い排水トラップを構成することができる。これにより、排水トラッ
プの設置場所が非常に浅い所から非常に深い所までの範囲を軸方向高さ調整範囲として設
定し、互いに螺合する部分の長さを調整することで、微妙な高さ調整をすることができる
。また、ミシン目状の溝部に沿って切断した内筒と外筒を組み合わせることで、決定され
た排水トラップ全体の高さにあわせて、インナー全体の高さ調整と封水部の大きさの調整
が可能となり、深度のない場合においても、外筒の切断によってインナーの軸方向高さを
調整することができる。
【００４１】
　更に、排水トラップ本体は、トラップ本体の開口部にインナーが装着された状態で、軸
方向に高さ調整可能であるため、インナーが装着された状態で高さ調整できることにより
、排水トラップの取り付け作業がより容易になる。また、インナーは、外筒は内筒に支持
され、トラップ本体における高さ調整機構よりも開口部側に着脱自在に装着されるため、
インナーが装着された状態での高さ調整が容易となる。
【００４２】
　なお、ミシン目状の溝部はミシン目が貫通しているスリットであってもかまわない。こ
の場合には、切断が容易となる。さらに、ミシン目の軸方向に沿ったライン数および連結
用の孔の数は任意であり、さらに多くのミシン目を刻むようにしてもよい。また、インナ
ーは内筒と外筒とが一体の状態で排水トラップ本体に装着されるだけでなく、外筒を排水
トラップ本体に装着してから外筒に内筒を装着することにより排水トラップ本体内で内筒
と外筒とを一体とする構成にしても構わない。また、インナーのロックフランジ装着のた
め設けられる連結部とは別に、係合突起を設けた突起部分を内筒周縁部に設けるように構
成してもよい。さらには、内筒に係合孔、外筒に突起部を設け、互いに係合させることも
可能である。より一般的には、内筒に外筒を嵌めて装着するような構成により、外筒の切
断許容範囲を広げながら、外筒と内筒を一体的に構成することができる。ロックフランジ
の把持部においては、より底側に設けるように構成しても良い。また、水漏れ防止部材の
フランジ形状、サイズ等も任意に設定可能である。第１トラップ部材については、配管接
続部の構成は任意であり、また、配管接続部を設けず、流出口がそのままトップ本体底部
となるように構成してもよい。
【００４３】
　次に、図５により本発明の第２実施形態に係る排水トラップを説明する。図５は、排水
トラップ本体の第１のトラップ部材と第２のトラップ部材との間に水漏れ防止のための防
水皿（水漏れ防止部材）を挟持する例を示す分解斜視図である。
【００４４】
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　防水皿６０は、水漏れ防止のための中央部に開口６１ａが形成された円盤状のフランジ
部６１と、排水トラップ本体１０と接続するための筒状の第１及び第２の接続部６２、６
３によって構成される。第１の接続部６２は、フランジ部６１の開口６１ａに連続して下
方に突出するように連続して形成され、下部の開口部６２ａの外周に雄ネジ部６２ｂがネ
ジが刻まれることにより形成される。第２の接続部６３は、フランジ部６１の開口６１ａ
に連続して上方に突出するように連続して形成され、上部の開口部６３ａの内周に雌ネジ
部６３ｂがネジ刻まれることにより形成される。第２の接続部６３には、図示しないスリ
ットが等間隔で４カ所形成されており、フランジ部６１に沿って流れた排水が内側の開口
６１ａに向かって流れるようになっている。
【００４５】
　防水皿６０の第１の接続部６２は、雄ネジ部６２ｂと第１のトラップ部材１１の雌ネジ
部１１ｂの螺合により第１のトラップ部材１１に接続される。防水皿６０の第２の接続部
６３は、雌ネジ部６３ｂと第２のトラップ部材１２の雄ネジ部１２ｂの螺合により第２の
トラップ部材１２に接続される。このようにして、防水皿６０は螺合により第１のトラッ
プ部材１１と第２のトラップ部材１２との間に挟持される。
【００４６】
　本発明の第２実施形態に係る排水トラップでは、排水トラップ本体１０の第１のトラッ
プ部材１１と第２のトラップ部材１２との間に水漏れ防止のための防水皿６０を設けたた
め、防水を確実に行うことができる。また、防水皿６０は螺合により第１のトラップ部材
１１と第２のトラップ部材１２との間に接続されるため、排水トラップ本体１０に容易に
接続可能であり、現場に合わせて防水皿６０を回転させることにより、適宜高さ方向の長
さの調整も可能となる。
【００４７】
　なお、第２実施形態では防水皿６０を第１のトラップ部材１１と第２のトラップ部材１
２との間に設けたが、取り付ける現場状況によって、第２のトラップ部材１２の上部に取
り付けても構わない。この場合には、第２のトラップ部材１２の雌ネジ部１２ｄに防水皿
６０の第１の接続部６２の雄ネジ部６２ｂを螺合することにより取り付け固定する。そし
て、防水皿６０の第２の接続部６３の上端６３ｃにロックフランジパッキン４０を装着し
、上端６３ｃの上に排水ユニット３０の底面３１ｂに形成された排水口３１ｃの周縁が重
なるように載置する。その上からロックフランジ５０を螺合により取り付ける。次に、排
水トラップ本体１０内に高さ調整したインナー２０を挿入し、上蓋３２を排水ユニット本
体３１の上から取り付ける。
【００４８】
　次に、本発明の実施形態の係る排水トラップを適用する排水ユニットの上蓋の変形例を
示す。図６に示すように、この例では、上蓋７０を構成する長尺の主材７１の表面に複数
の凸部７２を設けて、上蓋７０の表面７０ａ全体で凸部７２が千鳥状になるように配置さ
れるものである。この例において、複数の長尺の主材７１は、下部を接続部材７３で接続
されることにより上蓋７０を構成する。上蓋７０は、受枠となる排水ユニット本体３１の
上面開口部３１ａに嵌め込まれて使用される。この例では、上蓋７０の表面７０ａに複数
の凸部７２が形成されているため、その上を歩く際に人がすべって転倒することを防止す
る。
【００４９】
　なお、上蓋７０は、第１実施形態のように排水ユニット３０の排水口３１ｃの上部で分
割されるようしても構わない。また、上蓋７０の材質は、ステンレスの他、アルミニウム
製や真鍮製等の他の合金であっても良く、合成樹脂やゴム製であっても構わない。
【００５０】
　また、凸部７２の形状は円形、多角形の他、複雑な形状であっても良い。凸部７２の表
面は、平滑である他、錘状になっていても良く、中央部がくぼんだ形状であっても構わな
い。また、主材７１の表面にきざみ目をつけてローレット状にしても構わない。また、上
記第１及び第２実施形態では排水トラップ本体１０として縦引きのものを採用したが、接
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続する排水管の配置に応じて横引きの排水トラップを用いても構わない。
【００５１】
　なお、防水皿のようにフランジ機構をもたず、単に、第１のトラップ部材、第２のトラ
ップ部材両方に螺合するような中間的な部材を設けることでも、トラップ本体の軸方向高
さを微調整することができる。
【００５２】
　次に、図７を用いて、第３の実施形態である排水トラップについて説明する。第３の実
施形態では、インナーの外筒と内筒がネジによって連結されている。
【００５３】
　図７は、第３の実施形態におけるインナーの概略的断面図である。
【００５４】
　インナー２００は、内筒２２３と外筒２２６とを備える。内筒２２３の把持部２２２ｄ
には、その中央部において、外筒側に向けて延びる連結部２２２ｂが形成されている。棒
状の連結部材２５０は、内筒２２３と外筒２２６を連結する金属あるいはプラスチックか
ら成る部材であって、雄ねじが外周面に形成されたネジ部材である。連結部材２５０では
、一方の端部２５０Ｂが外筒２２６の底部中央部分に接続し、他方の端部２５０Ａが連結
部２２２ｂと接続している。
【００５５】
　連結部材２５０の端部２５０Ｂは、例えば、外筒２２６の底部と接着固定される。一方
、把持部２２２ｄの筒状連結部２２２ｂには、例えば、その内部に雌ねじが形成されてい
る。そして、連結部材２５０は、連結部２２２ｂに螺合して内筒２２３と接続する。
【００５６】
　連結部材２５０と内筒２２３の連結部２２２ｂとの螺合長さを調整することにより、イ
ンナー２００の軸方向長さを調整することが可能である。したがって、排水トラップ本体
の軸方向高さ調整にあわせて、インナー２００の軸方向高さを調整することができ、トラ
ップ本体サイズに合う適正な容量の封水空間を形成することができる。特に、ネジ状の連
結部材をインナーの中心軸近傍に配置し、インナーの把持部分と外筒底部中央部を連結さ
せることにより、軸方向に安定して外筒と内筒を一体的に連結させることが可能であり、
また、インナーをロックフランジへ装着させる時、外筒、内筒が外周面付近で連結しない
ため、インナー装着時に障害とならない。
【００５７】
　連結部材については、外筒底部あるいは把持部に対し、ボルト、ナットによって接合し
てもよい。また、連結部材を高さ調整時に部分的に切り取ることも可能である。また、螺
合以外の構造によってインナーの高さ調整を可能にする連結部材を構成してもよい。例え
ば、把持部に孔を儲け、連結部材の端部をその穴に貫通させることで連結部材を把持部に
係合させるように構成してもよい。連結部材を外筒底部に対してボルト、ナットで連結す
るように構成し、さらに、連結部材の端部に部材垂直方向に沿って延びる細長い突起部を
形成し、把持部にはその突起部を貫通させる細長い穴を形成し、連結部材の端部をその穴
に貫通させて把持部から突出させた後に連結部材をひねり回すことによって、連結部材が
把持部と係止し、保持されるように構成してもよい。この場合、連結部材を回転させて把
持部に確実に引っかかるように調整することが可能となる。一方、把持部と連結部材をボ
ルト、ナットで接合させてもよい。さらに、内筒の把持部中央以外と外筒の底部中央以外
で連結部材を接合させるようにしてもよい。
【００５８】
　なお、第１の実施形態のように、外筒にミシン目を形成して切り出すようにすることも
可能であり、また、インナーの高さ調整を可能にすることを考慮すれば、連結部材は、外
筒側で着脱自在に接続させるように構成してもよく、あるいは、外筒、内筒両方で取り外
し可能に連結させる構成にしてもよい。
【００５９】
　第１～第３の実施形態では、軸方向高さ調整可能なインナーとトラップ本体を組み合わ
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態に示したインナーを装着することが可能であり、外筒切断を想定していないインナーに
対して各実施形態に示すトラップ本体を装着させることも可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　排水トラップ本体（トラップ本体）
　１１　第１のトラップ部材
　１１ａ　開口部
　１１ｂ　雌ネジ部
　１１ｃ　底部
　１１ｄ　流出口
　１２　第２のトラップ部材
　１２ａ　開口部
　１２ｂ　雄ネジ部
　１２ｃ　トラップ本体開口部（開口部）
　１２ｄ　雌ネジ部
　１３　排水管接続部
　２０　インナー
　２１　内筒
　２２　鍔部
　２２ａ　開口部
　２３　筒体
　２３ｂ　ミシン目状の溝部
　２４　インナーパッキン
　２５　連結部
　２５ａ　係合突起
　２６　外筒
　２７　封水部
　２７ａ　開口
　２７ｂ　ミシン目状の溝部
　２８　取付部
　２８ａ　係合孔
　２８ｂ、２８ｃ　溝部
　３０　排水ユニット
　３１　排水ユニット本体
　３２　上蓋
　３３　開口
　４０　ロックフランジパッキン
　５０　ロックフランジ（インナー支持部材）
　５１　フランジ部
　６０　防水皿（水漏れ防止部材）
　６２　第１の接続部
　６３　第２の接続部
　７０　上蓋
　２２２ｄ　把持部
　２５０　連結部材
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